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税務：源泉所得税の中間納付指導会 

経営：商業部会主催経営革新セミナーの開催 

経営：工業部会主催経営革新セミナーの開催 

特集：【新潟県】三密対策支援金概要 

情報：７月度予定・NICO事業紹介・金融情報等 

 
スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

※混雑を避けるため、書類のご準備が整った方はお早目にお越

しください。 

●必要書類：①源泉所得税納付書（昨年の秋～冬に税務署から  

       送付されています） 

 ②賃金台帳（給料明細）または源泉徴収簿等 
 ※令和2年1月～令和2年6月分の各月の賃金額及び源泉徴収税 

      額がわかる書類をお持ちください。 

 ③前年分の源泉徴収簿・納付書の控 

●納付期限：令和２年７月１０日㈮ 

 ※期限までに納付されない場合は延滞税が 

 発生しますのでご注意ください。 

 ※ご不明な点は商工会へお問合せください。 

源泉所得税の中間納付手続きについて ～納期特例適用事業者対象指導会開催～ 

 給与の実支給人員が常時9人以下で、源泉所得税の納期の

特例の適用事業所については、７月が給与に係る源泉所得

税の中間納付月となります。 

 １月～６月に預かった源泉所得税は、下記の期日までに

納付手続きを行わなければなりません。（納付する税額が

ない場合でも給料・賃金・報酬の報告は必要です。） 

 納付手続に係る指導会を開催いたしますので、商工会で

記帳・源泉徴収事務指導を受けている方は、源泉徴収簿や

賃金台帳等を作成の上、下記の日程の間にお早目に商工会

までお越しください。 

●指導日：７月１日㈬・２日㈭・３日㈮・６日㈪・７日㈫ 

     9:30～11:30／13:00～15:30 

 加茂市に本社を置き、オーダーメイ

ドのボーダーカットソーを製造販売す

る「G.F.G.S.」の代表取締役・小栁雄

一郎氏を講師に迎え、コロナ禍におけ

る取組みや、経営革新、商品開発に関

する講演会を開催します。 

 同社はコロナウイルス流行に伴

いマスク不足が社会問題となる

中、カットソーに使われる素材を

用いた“ボーダー柄マスク”の生産

を開始、４月半ばからこれまでに

1,500枚以上を受注しました。 

 本講演会ではボーダー柄マスク

生産に踏み切った理由、商品開発

時のエピソード、今後のブランド展開等をお話しいただきま

す。業種問わずどなたでもご参加いただける必聴の講演会で

す。ぜひお申込みください。 

◆日時：令和2年７月１３日㈪ 15:30～16:30 

◆会場：村松商工会館 ２階大会議室 

◆講師：小栁 雄一郎 氏（㈱G.F.G.S. 代表取締役社長） 

◆申込：令和2年7月6日㈪までにお申込みください。 

※講演会終了後、引き続き商業部会総会を行います。 

ボーダーシャツに“想い”を乗せる 

～こだわりの商品開発とブランド戦略～ 

商業部会主催 経営講演会＜経営革新セミナー＞ 工業部会主催 経営講演会＜経営革新セミナー＞ 

 

 新型コロナウイルスの感染拡大によ

り、経営危機に陥る企業が相次ぎ、今後

の経済不安はより深刻化しています。 

 「Withコロナ」という新型コロナウ

イルスと共存する新しい社会に向かい、

企業はどう変わり、どう生き残っていく

のか、新潟県内の経済・経営等各分野に

精通した（一財）新潟経済社会リサーチ

センターの研究部長・江口知章氏を講師に迎え、国が提唱し

た「新しい生活様式」への対応や、既存の価値観や生活スタ

イルの変化、県内経済の動向等について解説いただきます。 

 先行き不安を解消するヒントがこ

こに…！変わりゆく環境に対応する

ために、今後の経営の羅針盤となる

考え方を伝授します。工業関係者を

はじめ、全業種の方どなたでもご参

加ください。 

◆日時：令和2年７月１７日㈮ 16:00～17:00 

◆会場：村松商工会館 ２階大会議室 

◆講師：江口 知章 氏（（一財）新潟経済社会リサーチセンター研究部長） 

◆申込：令和2年7月10日㈮までにお申込みください。 

※講演会終了後、引き続き工業部会総会を行います。 

今月のトピックス 

「Ｗｉｔｈコロナ」時代と向き合う！ 

～県内経済の行方と今後の企業対応～ 



日本政策金融公庫貸付利率（令和2年6月1日現在） 

◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

    運転資金：５年以内/2.16～2.55％ 

    設備資金：10年以内/2.16～2.55％ 

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付…貸付限度額 別枠6,000万円 

    3,000万円以内：当初3年間0.46%  3年経過後1.36% 

    3,000万円超：1.36% 

    運転：15年以内 設備：20年以内（ともに据置5年以内）    

◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

    運転資金：７年以内/1.21％ 

    設備資金：10年以内/1.21％ 

 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（７月開催分） 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公財にいがた産業創

造機構）の共催による経営個別相談会を開催します。売上拡

大、経営改善、商品開発、創業、新型コロナウイルスによる

経営への影響など、様々な経営課題に関する相談に専門家が

対応します。（事前に予約が必要とな

ります。）相談は無料、秘密厳守で行

います。 

■日時：令和２年７月２７日㈪ 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※7/20㈪までにお申込みください。 

■相談員：辰喜 太輔 氏 

 （税理士・中小企業診断士） 
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 新潟県新型コロナウイルス感染拡大防止 

対策推進支援金（三密対策支援金） 
 県では、新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活

動の両立を図るため、事業者が取り組む「新しい生活様式に

対応した感染予防の設備整備等」を支援します。 

【受付期間】  令和２年６月３０日㈫～７月３１日㈮ 

※予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付を終 

了します。その場合は、受付終了の概ね1週間前に県ホームペー

ジ等で周知される予定です。 

【対象者】以下の要件の全てを満たす者が対象となります。 

⑴新潟県内に主たる事業所又は従たる事業所を有する中小企

業及び個人事業主であること。（社団法人、財団法人、Ｎ

ＰＯ法人等を含む） 

⑵県民に直接サービスを提供する施設を有する下記の業種で 

 であること。 

 

 

⑶申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若し

くは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定す

る暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に

商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点   ②安心保障    ③低利な融資 
 毎月の掛け金は1口    万一の生命事故に   一定の条件のもとで、 
2千円で、その大部分は  備え、安価な共済料  運転・設備資金等の 
貯蓄積立金となります   で大きな保障       融資が利用できます 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 

第１期分労働保険料納入期日について 

納入期日：令和２年８月７日（金） 

 新型コロナウイルスの影響により、1期分の労働保険料の

納入期日が変更となります。商工会に労働保険事務を委託

している事業所の方には7月下旬に納入通知書を発送いたし

ますので、ご確認をお願いします。 

７月の行事予定 

1㈬ 源泉所得税中間納付手続指導会（～7/3㈮） 村松商工会館 

6㈪ 
源泉所得税中間納付手続指導会（～7/7㈫） 

貯蓄共済事業運営委員会 

村松商工会館 

新潟県商工会館 

10㈮ 第2回理事会 村松商工会館 

13㈪ 
経営革新セミナー 

商業部会総会 

村松商工会館 

村松商工会館 

14㈫ 県連正副会長会・理事会 新潟県商工会館 

17㈮ 

経営革新セミナー 

工業部会運営委員会・部会総会 

事務局長協議会下越B支部役員会 

村松商工会館 

村松商工会館 

新潟市 

20㈪ 村松さくらカード会月次交換会 村松商工会館 

27㈪ よろず支援拠点個別経営相談会 村松商工会館 

28㈫ 経営発達事業推進委員会・金融懇談会 村松商工会館 

規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該

当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員

等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。 

【対象経費】令和2年4月1日から申請日までに支払った新型コ

ロナウイルス感染予防に必要な衛生設備の導入や衛生用品の

購入等に関する経費。ただし、「衛生用品」（マスク等）の

みの経費は支給対象外です。 

 ※国等が行う支援制度に申請した（又は今後申請予定の）経  

  費は対象になりません。 

【支給額】一事業者あたり5万円～20万円（補助率10/10） 

 ※要件を満たす総額5万円以上の経費（税抜）について、20 

  万円を上限に実費を支給します。 

【申請受付方法】申請書兼実績報告書、申請する対象経費一覧 

 表、誓約書に領収書の写しや本人等確認書類の写し、衛生設  

 備を導入したことがわかる写真、通帳の写し等を添付し、簡 

 易書留で下記に郵送してください。 

 ※申請書類は県庁受付、県地域振興局、市町村、商工会・商  

  工会議所で配布しています。 
 

【送付先】〒950-8570（住所記載は不要です） 

       新潟県三密対策支援金センター 受付係 宛 

     TEL.025-282-1759 （受付時間…9:00～17:00） 

飲食サービス業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業 

道路旅客運送業、教育・学習支援業、その他サービス業（集会

場）※詳細は要綱をご確認ください。 

主催年金事務所 会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 

（025-283-1014）  
五泉市福祉会館 16㈭ 10:00～15:00 

７月の年金相談のご案内 

【社会保険】 算定基礎届の提出について 

 社会保険適用事業所は、健康保険・厚生年金保険の被保険

者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じない

よう、毎年１回、7月1日現在在職している全ての被保険者

の標準報酬月額を決定するための「算定基礎届」を提出する

必要があります。 


